
●令和元年 第1回四万十川大規模氾濫に関する減災対策協議会
・実施日：令和元年 5月31日(金)10:30～12:00
・場 所：四万十市役所 ３階 ３０３～３０５会議室
・出席者：四万十市長、高知県土木部長（代理）、高知県危機管理部長（代理）、

高知県幡多土木事務所長、高知方気象台長(代理)、中村河川国道事務所長
中筋川総合開発工事事務所長

・事務局：四万十市、中村河川国道事務所

●開催状況

●決定事項

・平成30年7月豪雨による緊急行動計画の改定を受け、「四万十川の減災に係る取組方針」
を改訂し、各機関(四万十市、高知県、高知地方気象台、四国地方整備局)が取り組む内
容を追加し充実させた。また、平成30年度の取組内容を報告するとともに、今年度の主
な取組内容の共有、取組方針についてフォローアップを行い、今後も取組内容を推進し
ていくことを確認した。

●各機関の取組内容追加項目
【四万十市】

高齢者避難対策の充実、要配配慮者施設避難計画の推進、マイタイムラインの推進
【高知県】

危機管理水位計・河川監視カメラの設置など
【気象台】

危険度レベル標記明確化・マスコミへの情報発信の工夫
【国土地理院】

大規模災害時の地理空間情報提供
【四国地方整備局】

（ダム）放流の警報所増設・情報発信の充実
（河川）洪水警報等のレベル標記明確化・重要インフラの重点対策開始

●各機関の主な今年度の取組内容
四万十市：学習会・ワークショップの推進、相ノ沢川総合内水対策の推進(貯留施設設計)

高知県 ：相ノ沢川総合内水対策の推進（用地買収、工事の着手）
気象台 ：ワークショップ推進
国土地理院 :自然災害伝承碑の地図記号のWEB上での公開
四国地方整備局 :横瀬川ダムの建設、重要インフラの緊急点検開始、ＰＵＳＨ型メール文案改訂

●テレビ・新聞等の取材状況
新聞２社（読売新聞、高知新聞）

令和元年 第1回四万十川大規模氾濫に関する
減災対策協議会


